
渚滑川の治水事業

治水計画のはじまり
<明治～大正～昭和初期>



◆

渚滑川の河川事業のはじまり（明治～大正～昭和初期）

明治31年に北海道全域で未曾有の大洪水が発生し、入植者に大打撃を与え、離農、帰郷す
るものが続出した。このため、抜本的な治水対策が要請された。

渚滑川では、大正8年から測量が開始され、水位流量、気象観測、流域の水害状況及び経済
状況等の基礎資料の収集を実施。その後大正15年に治水計画が立案されたが、財政難から
着手には至らなかった。

第一期拓殖計画が樹立されるもの
の、渚滑川には治水計画がなかった
ため、応急的な工事を施工するに留
まっていた。その後、大正15年に渚
滑川で初の治水計画が立案されるが、
財政難から着工には至らなかった。

◆

明治31年 未曾有の大洪水が北海道全域で発生

明治31年 北海道治水調査会が設置され、石狩川などで測量調査開始

明治43年 第一期拓殖計画が樹立

大正15年 渚滑川治水計画が立案

大正14年、内務省北海道庁長官が20ヵ年計画を国に提出

昭和2年「北海道第二期拓殖計画」として決定



治水事業のはじまりと
治水計画の段階的な見直し

＜昭和中期～昭和後期＞



◆ 終戦直後の混乱期においては、残事業を主体とした改修を継続実施。
昭和25年に北海道開発法が制定され、その後、計画の段階的な見直しが行われている。

●昭和28年以降残事業を調査するとともに、計画の見直しを実施
●主に下渚滑右岸、渚滑左岸の築堤工事、中渚滑豊成川掘削、護岸工事等を実施 ・堤防の新設、護岸設置等を実施

河積の増大、洪水の安全な流下を図る

●主に河口部右岸、宇津々左岸の築堤を概成させ、護岸、水制等を実施 ・堤防の新設、護岸設置等を実施
河積の増大を図る、洪水の安全な流下を図る

渚滑川の治水計画（昭和中期） （改修総体計画）

昭和21年 新憲法の公布とこれに伴う府県制度の改正により、北海道庁は地方自治体に改組

昭和32年 計画見直し

昭和28年 改修総体計画 策定

昭和38年 計画見直し

昭和25年 北海道開発法の制定



◆ 昭和39年の新河川法の制定により計画を見直し、発展する流域市街の情勢に対応する計画を
実施。これまでの堤防等整備状況より、既往の計画を踏襲した。

●既定の計画を踏襲した計画を策定
●主に中湧別右岸築堤の暫定嵩上げ、和訓辺築堤の新設、渚滑左岸の護岸等を実施
・堤防の嵩上、新設を実施 河積の増大を図る
・水衝部等には護岸を設置する 洪水の安全な流下を図る

●昭和57年より河口左岸導流堤を整備 河口閉塞を防止

渚滑川の治水計画（昭和後期） （渚滑川水系工事実施基本計画）

昭和45年 渚滑川水系工事実施基本計画策定

昭和39年 新河川法の制定

昭和45年 渚滑川が一級河川に指定



治水事業の推進
＜昭和後期～令和（現在）＞



◆ 渚滑川水系河川整備基本方針に従って、計画的に実施すべき具体的な河川工事及び河川の
維持について定めた、渚滑川水系河川整備計画を策定。

渚滑川の治水計画 （渚滑川水系河川整備基本方針 及び 渚滑川水系河川整備計画）

平成20年 渚滑川水系河川整備基本方針を策定

平成20～22年「検討委員会」「住民説明会・公聴会」

平成22年 渚滑川水系河川整備計画を策定

平成9年 河川法改正

河道の掘削(河道断面の確保対策)に係る施工の場所等 流水の正常な機能を維持するため必要な流量

主要な地点 必要な流量
上渚滑 概ね 3m3/s河川名 施 工 の 場 所

渚滑川
KP-0.11～KP 7.00
KP15.80～KP16.00
KP18.80～KP19.60

平成10年9月及び平成18年10月に既定の計画を上回る洪水が発生したこと等を踏まえたものとした

平成9年の河川法改正に伴い、渚滑川水系河川整備基本方針を策定。
既存橋梁の状況や周辺の土地利用を勘案し、渚滑川水系工事実施基本計画を踏襲。

◆

学識経験者、関係住民、地方公共団体の長等の意見を反映



治水事業の年譜



渚滑川の治水事業 概略年譜


